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相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週月～金曜日
（毎月第2・4土曜日は電話相談のみ）

10：00～16：00
（窓口及び電話相談）

消費者トラブルに関する苦
情処理及び紛争解決のあっ
せん〈消費生活相談員〉

消費生活センター☎320-0666
行徳支所 第2・4火曜日 10：00～12：00

13：00～16：00
行徳支所市民相談室☎359-1121

多重債務
予約制

市役所 7（火）、21（火）
13：00～16：00

多重債務に関する相談〈弁
護士〉※予約制（消費生活
センター☎320-0666）行徳支所 23（木）

人権擁護
市役所 8（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
家庭問題やいじめ、いやがら
せなどの悩み〈人権擁護委
員、弁護士〉男女共同参画課☎322-6700

建築行政
市役所 毎週月・水・金曜日 9:00～17:00

（受付16：30まで）
建築にかかわる民事的な相談

（中高層建築物を含む）〈建
築行政相談員〉建築指導課☎712-6335

労働
予約優先

市役所 1（水）、15（水） 18:00～20:00 労働上のトラブルに関する
相談〈社会保険労務士〉雇用労政担当室☎704-4131

年金 市役所 28（火） 13：00～16：30
（受付16：00まで） 各種公的年金について

〈社会保険労務士〉
国民年金課☎334-1127

住宅リフォーム
予約優先

市役所 9（木）、23（木） 13:00～16:00 増改築、修繕など〈市川住宅
ﾘﾌｫｰﾑ相談協議会相談員〉住環境整備課☎712-6325

心配ごと 八幡市民談話室 6（月）、20（月） 10:00～15:00
（13:00からは弁
護士相談もあり）

日常生活での悩みや困ったこ
となど〈民生委員児童委員〉社会福祉協議会☎320-4001

後見制度
予約制

社会福祉協議会 23（木） 10：00～16：00 高齢者・障害者の成年後見
制度の相談〈社会福祉士〉社会福祉協議会☎320-4001

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

民事一般
　
　
　

総
合
市
民
相
談
課
☎
３
３
４・１
０
０
２ 

予
約・問
い
合
わ
せ

市役所・行徳支所
毎週月～金曜日 8：50～17：00

（受付16：30まで）
市民生活や民事に関する
一般的な相談〈市民相談員〉出張市民相談 大柏出張所 3（金）、17（金）

行政書士
市役所 13（月） 13：00～17：00

（受付16：30まで）
相続手続、遺言書、贈与、成年後見、契
約書、官公署提出書類作成、外国人の
在留等に関する申請など〈行政書士〉行徳支所 20（月）

行政 市役所 22（水） 13：00～15：00
（受付14：30まで）

国、特殊法人などへの苦情や
要望〈行政相談委員〉行徳支所 6（月）

登記
市役所 1（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
不動産登記、会社登記、境界
問題など〈司法書士・土地家
屋調査士〉行徳支所 15（水）

不動産取引 市役所 6（月）､20（月） 13：00～16：00
（受付15：30まで）

土地・建物の売買や賃貸など
のトラブル〈宅地建物取引士〉行徳支所 13（月）

予
約
制

弁護士法律
（平日）

市役所 2（木）、3（金）、10（金）、
16（木）、17（金）、24（金）、30（木）

13：00～16：00
相続・遺言、損害賠償、金銭
貸借、離婚、借地借家、成年
後見などの専門的な法律の
知識を必要とする相談〈弁護
士〉〈認定司法書士〉

行徳支所 3（金）、10（金）、17（金）、24（金）
弁護士法律
（土曜） 市役所 4（土）、18（土）

司法書士
法律（昼間）

市役所 15（水） 13：00～16：40行徳支所 未実施

司法書士
法律（夜間）

市役所 1（水）、8（水）、
15（水）、22（水）、29（水） 17:00～20:00
行徳支所 8（水）、29（水）

税金 市役所 14（火） 13:00～16:00 相続、贈与、売買など税の相談
〈税理士〉行徳支所 未実施

交通事故 市役所 9（木）、23（木） 10:00～15:00 示談や損害賠償の方法〈県
交通事故相談員〉行徳支所 未実施

暮らし

月
の
市
民
相
談

※
弁
護
士
法
律
相
談（
平
日
）の
予
約
は
毎
週
金
曜
日
午

前
８
時
45
分
か
ら
翌
週
分
を
直
通
電
話
で
受
け
付
け
ま

す
※
祝
日
の
相
談
は
休
み
で
す

6

政
相
談
委
員
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行

政
相
談
委
員
が
、公
正
・
中
立
の
立

場
か
ら
必
要
に
応
じ
て
、関
係
行
政

機
関
な
ど
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す
。ま

た
、個
別
の
電
話
相
談
に
も
応
じ
て

い
ま
す
。５月

30
日（
月
）／
市
役
所
、６

月
６
日（
月
）／
行
徳
支
所
、６
月
22

日（
水
）／
市
役
所
、７
月
４
日（
月
）

／
行
徳
支
所
、７
月
27
日（
水
）市
役

所
、い
ず
れ
も
午
後
１
時
～
３
時（
受

け
付
け
は
午
後
２
時
30
分
ま
で
）

８
月
以
降
の
開
催
日
程
は
、第
３
土

曜
日
発
行
の
本
紙
、ま
た
は
市
公
式

Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。ま

た
、総
務
省
千
葉
行
政
評
価
事
務

所
☎
０
４
３・２
４
４・１
１
０
０
で
も

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

個別相談窓口
行政相談委員
（敬称略） 電話番号

増田 勝 ☎３５８-１１６１
鈴木 博 ☎３３７-５０３２
榎本 千賀子 ☎３２１-３２３６
伊与久 美子 ☎３７１-１８４０
森井 康夫 ☎３７７-５００１
杉谷 範子 ☎３５９-４４７４
小林 俊之 ☎３２４-０６9８

☎
３
３
４・１
０
０
２
総
合
市
民

相
談
課

♦
♦
♦

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
変
更
許
可

申
請
に
関
わ
る
関
係
図
書
の
縦
覧

施
設 

北
越
紀
州
製
紙
株
式
会
社

が
大
洲
３
の
４
１
２
６
の
１
に
計
画

す
る
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設

関
係
図
書 

産
業
廃
棄
物
処
理
施

設
変
更
許
可
申
請
書
及
び
生
活
環

境
影
響
調
査
書

縦
覧
期
間 

６
月
６
日（
月
）ま
で（
土・

日
曜
日
を
除
く
）

循
環
型
社
会
推
進
課（
市
川
南

仮
設
庁
舎
）、県
廃
棄
物
指
導
課
、葛

南
地
域
振
興
事
務
所（
船
橋
市
本
町

１
の
３
の
１
船
橋
フ
ェ
イ
ス
７
階
）

意
見
書
の
提
出 

６
月
21
日（
火
）ま
で

（
消
印
有
効
）に
郵
送
ま
た
は
持
参

で
県
廃
棄
物
指
導
課（
〒
２
６
０・ 

８
６
６
７
千
葉
市
中
央
区
市
場
町

１
の
１
）

☎
０
４
３・２
２
３・２
６
５
５
県

廃
棄
物
指
導
課

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）

会場 実施日時 雨天延期日時※
塩浜学園 ６月１日（水）

午前１１時
６月３日（金）
午後１時５０分

下貝塚中学校 ６月１３日（月）
午後２時２５分

６月３０日（木）
午後１時２５分

東国分中学校 ６月１７日（金）
午後１時３０分

６月２０日（月）
午後１時３０分

福栄中学校 ６月２７日（月）
午後１時３５分

７月１１日（月）
午後１時３５分

第五中学校 ７月１２日（火）
午後１時４５分

７月１４日（木）
午後１時４５分

南行徳中学校 ９月７日（水）
午後２時

１０月５日（水）
午後２時

☎
７
１
２・６
３
４
１
交
通
計
画
課

♦
♦
♦

市
民
活
動
団
体
事
業
補
助
金
の

申
請
受
付
を
開
始

補
助
の
対
象
は
、市
民
活
動
団
体

が
今
年
度
実
施
す
る
市
民
を
対
象

と
し
た
事
業
で
、補
助
額
は
対
象
経

費
の
２
分
の
１（
上
限
30
万
円
）で

す
。こ
れ
ま
で
の
制
度
か
ら
の
主
な

変
更
点
は
、補
助
額
の
決
定
に
お
い

て
、納
税
額
に
応
じ
た
市
民
投
票

制
度
か
ら
、審
査
会
の
審
査
に
基
づ

き
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
点
で

す
。補
助
を
受
け
る
た
め
に
は
団
体

と
事
業
に
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア・
N
P
O

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。個

別
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

６
月
１
日（
水
）～
14
日（
火
）午

前
９
時
～
午
後
５
時（
土
・
日
曜
日

を
除
く
）

市
公
式
W
e
b
サ
イ
ト
ま
た
は
同

課
で
配
布
の
申
請
書
と
必
要
書
類

を
併
せ
て
同
課
に
持
参

☎
３
２
６・１
２
８
４
同
課

♦
♦
♦

水
防
訓
練
を
実
施

水
害
発
生
時
に
迅
速
な
対
応
を
行

い
、市
民
の
安
全
・
安
心
を
守
る
た

め
、官
民
が一
体
と
な
っ
て
水
防
訓
練

を
実
施
し
ま
す
。ま
た
、そ
の
様
子

を
自
由
に
見
学
で
き
ま
す
。

６
月
４
日（
土
）午
前
10
時
～
11
時

市
川
南
４
丁
目
江
戸
川
河
川
敷

市
川
緊
急
用
船
着
場
周
辺

☎
３
３
３・２
１
１
１
警
防
課

♦
♦
♦

国
の
仕
事
に
関
す
る

要
望
苦
情
な
ど
は
行
政
相
談
委
員
へ

国
や
独
立
行
政
法
人
、特
殊
法
人
へ

の
意
見
や
要
望
、苦
情
な
ど
は
、行

各
日
先
着
５
人

相
談
会
開
設
日
の
４
日
前
ま
で

に
☎
７
１
２・６
３
３
７
建
築
指
導

課♦
♦
♦

グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
オ
を一時
閉
鎖

舞
台
照
明
改
修
工
事
等
の
た
め
、次

の
期
間
中
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

閉
鎖
期
間 

12
月
28
日（
水
）～
平
成

29
年
３
月
31
日（
金
）

☎
３
２
０・３
３
３
４
文
学
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム（
月
曜
日
休
館
）

♦
♦
♦

ス
ケ
ア
ー
ド・ス
ト
レ
イ
ト

交
通
安
全
教
室

ス
タ
ン
ト
マ
ン
が
自
転
車
の
交
通
事

故
を
再
現
す
る
交
通
安
全
教
室
を

自
由
に
見
学
で
き
ま
す
。交
通
事
故

の
怖
さ
を
実
感
し
、交
通
ル
ー
ル
を

守
る
大
切
さ
を
学
ぶ
貴
重
な
機
会

で
す
。車
で
の
来
場
不
可
。

※
延
期
日
時
は
、変
更
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

セ
ン
タ
ー（

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア・Ｎ
Ｐ
Ｏ
課
）

◆
介
護
保
険
地
域
運
営
委
員
会

５
月
27
日（
金
）午
後
２
時（
受
付

は
15
分
前
）～
３
時
30
分
／

第

５
委
員
会
室

（
福
祉
政
策
課
）

◆
福
祉
有
償
運
送
運
営
協
議
会

５
月
24
日（
火
）午
後
７
時（
受
付
は

15
分
前
）～
８
時
／

第
２
委
員

会
室

（
福
祉
政
策
課
）

♦
♦
♦

６
月・７
月
の
無
料
耐
震
相
談
会

木
造
戸
建
て
住
宅
の
耐
震
診
断
、補

強
方
法
に
つ
い
て
、専
門
の
建
築
士

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。相
談
は
１
人

１
時
間
程
度（
予
約
制
）。

６
月
10
日（
金
）／
行
徳
公
民

館
、６
月
24
日（
金
）／
市
川
駅
南
公

民
館
、７
月
９
日（
土
）／
鬼
高
公
民

館
、７
月
23
日（
土
）／
市
川
公
民
館
、

い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後
４
時

 

お
知
ら
せ

♦
♦
♦

傍
聴
し
よ
う

〈
希
望
者
は
直
接
会
場
へ
〉

◆
６
月
市
議
会
定
例
会
を
開
会

６
月
10
日（
金
）午
前
10
時
か
ら
開

会
予
定
で
す
。傍
聴
希
望
者
は
、日

程
な
ど
を
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、

６
階
の
傍
聴
受
付
ま
で
。委
員
会

の
会
議
も
７
人
ま
で
傍
聴
で
き
ま

す
。ま
た
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
本
会

議
の
生
中
継
と
録
画
放
送
も
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

☎
３
３
４・３
７
５
９
議
会
事
務
局

◆
交
通
対
策
審
議
会

５
月
24
日（
火
）午
後
２
時
／

第

２
委
員
会
室
／
５
人
程
度

（
交
通
計
画
課
）

◆
市
民
活
動
団
体
事
業
補
助
金
審

査
会

５
月
26
日（
木
）午
前
10
時
～
正

午
／
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア・Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動

　本市のごみ処理は、ごみの焼却灰などを
市外で最終処分していること、クリーンセン
ターの建て替えが迫っていることなどの課題
から、さらなるごみの減量・資源化を強く進め
なければなりません。
　そこで昨年度実施した市民のみなさんと

の意見交換会やアンケート結果、また市川
市廃棄物減量等推進審議会の答申などを
参考に、今年度から、ごみの減量・資源化に
向けたプランを実施していきます。
　なお、このプランについて、市民を対象とした
地域ごとの説明会を７月から順次開催します。

さらなるごみの減量・資源化に向けて
分別の徹底などの広報・啓発の強化も実施

  平成２８年度実施   平成２9年度実施
ごみの減量・分別に関する広報・啓発の強化 ごみ収集回数の削減
 ●燃やすごみの約３割に資源物が混入

していることから、広報・啓発を強化し
ます。

①雑がみ、プラスチック製容器包装類な
どの分別の徹底

②生ごみの減量

●ごみの減量・分別の促進のため、平成
２９年４月１日から開始します。なお、
収集は曜日が祝日にあたる場合も実
施します（年末年始を除く）。

①燃やすごみ	 週３回▶週２回
②燃やさないごみ・有害ごみ、ビン・カン
	 週１回▶月２回
③その他の資源物、大型ごみ	変更なし

引き続き検討していくプラン
●家庭ごみの有料化　●戸別収集の導入

☎７１２-６３１７循環型社会推進課
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暮らし

先
着
60
人

☎
３
７
３・２
２
０
２
考
古
博
物
館

（
月
曜
日
休
館
）

♦
♦
♦

出
前
消
費
者
講
座

消
費
生
活
相
談
員
な
ど
が
講
師
と

な
り
、悪
質
商
法
の
最
新
事
例
や

ク
ー
リ
ン
グ・オ
フ
な
ど
の
対
処
法
を

分
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。自
治

会
・
高
齢
者
ク
ラ
ブ・各
種
団
体
・
学

校
な
ど
、対
象
や
要
望
に
合
わ
せ
た

多
様
な
テ
ー
マ
で
行
い
ま
す
。

☎
３
２
０・０
６
６
８
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー 

募
集

♦
♦
♦

芸
術
祭・文
化
祭
写
真
展
の

出
品
作
品

出
品
規
格
な
ど
、詳
し
く
は
各
公
民

館
、文
化
施
設
な
ど
で
配
布
の
公
募

要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

テ
ー
マ 

自
由（
未
発
表
の
も
の
）

搬
入
期
日 

６
月
19
日（
日
）午
前
10

時
～
午
後
２
時

展
示
日
程 

６
月
21
日（
火
）～
26
日

（
日
）午
前
10
時
～
午
後
５
時

文
化
会
館

市
内
在
住・在
勤・在
学
の
方（
１

人
２
点
ま
で
出
品
可
）

出
品
手
数
料 

１
人
１
，０
０
０
円（
学

生
無
料
）

出
品
申
込
書
を
書
き
、作
品
搬

入
時
に
会
場
で
受
け
付
け
。

☎
０
９
０・６
１
７
２・３
２
５
６
市

川
市
写
真
連
盟（
高
須
）	

（
文
化
振
興
課
）

♦
♦
♦

市
民
限
定
の
特
別
公
開

宮
内
庁
新
浜
鴨
場
見
学
会（
個
人
）

宮
内
庁
新
浜
鴨
場
の
見
学
会
で

す
。６

月
28
日（
火
）午
前
10
時
～
11

時
30
分

宮
内
庁
新
浜
鴨
場（
新
浜
２
の
５

の
１
）市内

在
住
の
方
、抽
選
で
35
人

往
復
は
が
き（
１
枚
４
人
ま
で
）に

参
加
者
全
員
の
必
要
事
項（
６
面
上

段
参
照
）、希
望
集
合
場
所（
市
役
所

ま
た
は
行
徳
支
所
）を
書
き
、６
月
３

日（
金
）必
着
で
広
報
広
聴
課

（
〒
２
７
２・８
５
０
１
※
住
所
不
要
）。

返
信
者
を
代
表
者
と
し
、記
載
も

れ・
重
複
申
込
は
無
効
と
し
ま
す
。

宮
内
庁
に
参
加
者
名
簿
を
提
出
す

る
た
め
、申
込
後
の
追
加・変
更
は
で

き
ま
せ
ん
。

公
開
抽
選 

６
月
８
日（
水
）午
前
11

時
／

第
６
ー
１
委
員
会
室

☎
３
３
４・１
１
０
７
広
報
広
聴

課♦♦
♦

市
営
住
宅
空
き
家
入
居
希
望
者

登
録
の
受
付

入
居
を
希
望
す
る
方
を
あ
ら
か
じ
め

登
録
し
、空
き
家
が
生
じ
た
際
に
紹

介
し
ま
す
。

住
宅
困
窮
度
判
定
基
準
に
よ
っ

て
判
定
し
た
住
宅
困
窮
度
の
高
い

方
。申
込
資
格
な
ど
詳
し
く
は
募
集

案
内
を
参
照
。

受
付
場
所 

市
営
住
宅
課（
南
八
幡

仮
設
庁
舎
）、行
徳
支
所

募
集
案
内
配
布・申
込
期
間 

６
月
６

日（
月
）～
20
日（
月
） 

午
前
８
時
45

分
～
午
後
５
時
15
分（
土・日
曜
日
を

除
く
）

募
集
案
内
配
布
場
所 

右
記
受
付

場
所
で
配
布
。郵
送
希
望
の
方
は

「
募
集
案
内
希
望
」と
書
き
、２
０
５

円
切
手
を
同
封
し
郵
送
で
同
課

（
〒
２
７
２・０
０
２
３
南
八
幡
１
の

17
の
15
南
八
幡
仮
設
庁
舎
）。募
集

期
間
中
は
市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

６
月
20
日（
月
）午
後
５
時
15
分

ま
で
に
受
付
場
所
に
申
込
書
と
添

付
書
類
を
持
参
ま
た
は
６
月
20
日

ま
で（
消
印
有
効
）に
同
課
に
郵
送

☎
３
８
３・９
５
９
４
同
課

 

月・日 

曜
日　

    　

清 

掃 

地 

域

5・22	

日	

八
幡
６
、東
菅
野
４
の
一
部（
古

八
幡
、冨
貴
島
）、高
石
神
、宮

久
保
１（
大
境
）、河
原
、下
新

宿
、本
塩
、欠
真
間（
全
）、本

行
徳
、妙
典（
全
）、塩
焼
、関

ケ
島
、伊
勢
宿
、末
広（
全
）、

相
之
川（
全
）

5・23	

月	

富
浜（
全
）、宮
久
保（
全
）

5・25	

水	

新
田
１・５

5・28	

土	

東
菅
野
４・５（
美
里
苑
）、福
栄

（
全
）

5・29	

日	

本
北
方
１

5・30	

月	

曽
谷
６
・７（
第
５
）、下
貝
塚

（
全
）

6・1	

水	

市
川
４（
根
本
）、北
方
２
、本

北
方
１
の一
部（
北
方
中
央
）

6・2	

木	

本
北
方
３
、北
方
３
、若
宮
２

6・3	

金	

本
北
方
２
、若
宮
３（
上
町
）

6・5	

日	

香
取（
全
）、行
徳
駅
前
３
・

４
、押
切
、湊
、湊
新
田（
全
）、

新
浜
１
、南
行
徳
３・４
、大
洲

（
全
）、大
和
田
１
・３
・５
、田

尻
４・５
の一
部
、原
木
４
、国
分

２・３（
根
古
屋
）、若
宮
１
、北

方
町
４（
東
南
・
富
士
見
台
）、

曽
谷
１
、奉
免
町（
ひ
め
み

や
）、柏
井
町
１（
第
１
、東
昌

台
）、柏
井
町
３（
第
３
団
地
）

6・6	

月	

国
府
台（
全
）

6・7	

火	

八
幡
１
、南
八
幡
１（
八
幡
上
・

下
）

6・8	

水	

稲
荷
木（
全
）、中
山
１・２

6・10	

金	

高
谷
、二
俣（
全
）

6・12	

日	

中
国
分（
全
）、国
分
１
、大
和

田
２・４
、東
大
和
田（
全
）、大

町
、大
野
町（
全
）、稲
越
町
、

北
方
町
４（
千
足
）、曽
谷
５・８

（
第
６
）

6・13	

月	

真
間
４・５

6・14	

火	

北
国
分（
全
）、中
山
３・４

6・15	

水	

須
和
田（
全
）、北
方
１

6・16	

木	

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）、若
宮
３

（
下
町
）、市
川
南
１
～
４
、市

川
２

6・18	

土	

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第

１
か
ら
第
４
）

6・19	

日	

鬼
越（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井

（
全
）、島
尻
、広
尾
１
、日
之

出
、南
行
徳
１・２

6・20	

月	

平
田（
全
）

6・22	

水	

八
幡
６
、東
菅
野
４
の
一
部（
古

八
幡
、冨
貴
島
）

●
自
治（
町
）会・個
人
の
自
主
的
な
清
掃
活

動
で
す
。ご
協
力
く
だ
さ
い
。●
協
力
し
て
い

た
だ
い
た
際
に
揚
げ
ら
れ
た
泥
土
は
市
で
回

収
し
ま
す
。●
泥
土
の
回
収
は
、清
掃
日
直
後

の
月
曜
日
か
火
曜
日（
清
掃
日
が
月・火
曜
日

の
場
合
は
、そ
の
週
）に
伺
い
ま
す
。●
な
お
、

一
般
ご
み
一
般
廃
棄
物
な
ど
は
回
収
し
ま
せ

ん
。●
不
定
期（
臨
時
）に
側
溝
清
掃
す
る
場

合
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。  （
道
路
安
全
課
）

活
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）を
講
師
に
迎

え
、食
の
大
切
さ
や
日
本
の
食
文
化

を
共
に
考
え
ま
す
。

６
月
10
日（
金
）午
前
11
時
～
午

後
０
時
30
分

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

先
着
80
人

☎
３
２
２・６
７
０
０
男
女
共
同

参
画
セ
ン
タ
ー

♦
♦
♦

歴
史
博
物
館
民
俗
学
講
座

（
全
２
回
）

年
中
行
事
調
査
写
真
や
館
蔵
資
料

を
使
い
、学
芸
員
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
し
な
が
ら
市
内
の
歴
史
と
民
俗
に

つい
て
学
び
ま
す
。

５
月
29
日（
日
）、６
月
５
日（
日
）、

い
ず
れ
も
午
後
２
時
～
３
時
30
分

歴
史
博
物
館

先
着
20
人

５
月
28
日（
土
）ま
で
に
☎
３
７
３・ 

６
３
５
１
同
館

♦
♦
♦

近
世
史
入
門
講
座
Ⅰ「
市
内
の
近

世
文
書
を
読
む
」（
全　
回
）

館
蔵
の
古
文
書
を
使
用
し
、く
ず

し
字
の
解
読
を
中
心
と
し
な
が
ら
、

江
戸
時
代
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
き

ま
す
。

６
月
７
日・21
日
、７
月
12
日・26

日
、９
月
27
日
、10
月
４
日
・
18
日
、

11
月
８
日・22
日
、12
月
13
日
、平
成

29
年
１
月
17
日・31
日
、い
ず
れ
も
火

曜
日
午
後
２
時
～
４
時

歴
史
博
物
館

抽
選
で
60
人

２
０
０
円（
資
料
代
）

往
復
は
が
き（
１
人
１
枚
）に
必

要
事
項（
６
面
上
段
参
照
）と
返

信
用
の
あ
て
先
を
書
き
、５
月
29
日

（
日
）ま
で（
消
印
有
効
）に
同
館

（
〒
２
７
２・０
８
３
７
堀
之
内
２
の

27
の
１
）

☎
３
７
３・６
３
５
１
同
館

♦
♦
♦

ミ
ニ
展
示「
下
総
国
分
寺
と
七
重
塔
」

と
講
演
会

西
部
公
民
館

◆
展
示

６
月
10
日（
金
）ま
で

◆
講
演
会「
下
総
国
分
寺
と
七
重
塔
」

５
月
28
日（
土
）午
後
２
時
～
３

時講
考
古
博
物
館
学
芸
員

①
人
権
相
談 

午
前
10
時
～
午
後
３

時
／
申
込
不
要

②
ビ
デ
オ
上
映
会 

「
家
族
で
考
え

る
ハ
ン
セ
ン
病（
人
権
擁
護
委
員
に

よ
る
ト
ー
ク
あ
り
）」「
あ
な
た
が
あ
な

た
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
―
性
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
と
人
権
―
」／
１
回
目

＝
午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分
、

２
回
目
＝
午
後
１
時
30
分
～
２
時

30
分
／
各
回
先
着
40
人

☎
３
２
２・６
７
０
０
男
女
共
同

参
画
セ
ン
タ
ー

♦
♦
♦

市
民
公
開
講
座「
作
家
が
描
い
た

日
本
の
豊
か
な
食
生
活
」

数
多
く
の
作
家
の
編
集
担
当
者
と

し
て
活
躍
し
た
重
金
敦
之
氏（
食
生

　

学
校
や
公
民
館
な
ど
の
市
の
公
共
施
設
は
、6
割
以
上
が
築
30

年
を
超
え
て
お
り
、道
路
や
橋
な
ど
の
都
市
基
盤
も
老
朽
化
が
進
ん

で
い
ま
す
。ま
た
、施
設
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
も
変
化
し
て
い
ま
す
。こ
の

た
め
、施
設
や
、都
市
基
盤
の
老
朽
化
対
策
、長
寿
命
化
や
更
新
費

用
の
確
保
、利
用
者
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。　

　

市
で
は
公
共
施
設
の
安
全
確
保
や
、将
来
の
人
口
減
少
、財
政
状

況
、利
用
者
の
要
望
変
化
に
対
応
し
つ
つ
、永
続
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス

を
維
持
す
る
た
め
に
、「
市
川
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
」を

策
定
し
ま
し
た
。

　

計
画
で
は
、施
設
の
長
期
的・計
画
的
な
管
理
や
、将
来
の
人
口
減

少
を
踏
ま
え
、今
後
15
年
間
で
、学
校・公
民
館
な
ど
、公
共
施
設
の

延
べ
床
面
積
を
、現
在
よ
り
12
万
平
方
メ
ー
ト

ル
削
減
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、今
後
、施
設
用
途
に
応
じ
て
、個
別

計
画
の
中
で
具
体
的
な
方
針
を
定
め
て
い
き

ま
す
の
で
、市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
・
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

計
画
は
、市
公
式
W
e
b
サ
イ
ト
で
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。

☎
７
０
４・０
２
８
４
経
営
改
革
課

老
朽
化
、人
口
減
少
に
対
応
す
る
施
設
の
将
来
像

公
共
施
設
等

総
合
管
理
計
画
が

で
き
ま
し
た

募集案内配布・申込期間 ５月23日（月）～６月10日
（金）
募集案内配布場所 総合市民相談課、 総
務課、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅
行政サービスセンター（以上の配布時間は執務時
間中のみ）、霊園管理事務所（土・日曜日を含み執
務時間中）

①市内に引き続き１年以上住所を有し、在住
の方（平成27年７月25日以前から住所を有する

方）。②遺骨を所持し、その遺骨の世帯主または
戸籍の筆頭者もしくはその配偶者。③生前予約
申込の場合は、申込者の年齢が65歳以上である
こと。その他、必要な要件を満たす方。詳しくは募
集案内をご確認ください。

案内書に添付の申込書に必要事項を書き、６
月10日（金）まで（消印有効）に霊園管理事務所

（〒２７２-０８０５大野町４-２４８１）
☎３３７-５６９６同事務所

　合葬式墓地とは、一つの墓に多くの遺骨を埋蔵する形の墓地
で、遺骨を保持しているが埋蔵場所がない方、自分または夫婦の
埋蔵場所を確保しておきたい方などのためのものです。
　使用許可日から20年間は、骨つぼに入れた状態で埋蔵室の納
骨壇に埋蔵され、20年経過後は骨つぼから出して１体ずつ袋に移
し替え、合葬室で永代に埋蔵されます。

日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ 行徳支所市役所講師講内容内

広報いちかわ　2016年（平成28年）5月21日　No.15443 暮らし
 

講
座・催
し

♦
♦
♦

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」記
念

①
特
設
人
権
相
談

②
人
権
啓
発
ビ
デ
オ
上
映
会

６
月
１
日（
水
）の「
人
権
擁
護
委
員

の
日
」に
ち
な
み
、特
設
人
権
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
。女
性・子
ど
も・

高
齢
者
等
を
め
ぐ
る
人
権
の
問
題

や
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、身
近

な
困
り
ご
と
に
つ
い
て
人
権
擁
護
委

員
が
問
題
解
決
の
方
法
を
考
え
ま

す
。ま
た
、人
権
啓
発
ビ
デ
オ
上
映

会
を
開
催
し
ま
す
。

５
月
29
日（
日
）

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
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